
令和７年度第２回龍ケ崎市空家等対策推進協議会 

 

                   日 時：令和８年２月１２日（木） 

                       午前１０時から 

                   場 所：龍ケ崎市役所 ５階第１委員会室 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ 委員紹介 

３ 会長、副会長の選任について 

４ 議 事 

（１）空家等対策の推進状況について 

（２）今後の取組み等について 

５ その他 

６ 閉 会 

 

・資料 １ 空家等の改善例（3件）  

・資料 ２ 空家バンクの成約例（3件）  

・資料 ３ 特定空家等に対する措置状況  

・資料 ４ 管理不全空家等に対する措置状況  

・資料 ５ 管理不全空家等物件一覧表  

・資料 ６ 管理不全空家等の運用スケジュール  

・資料 ７ 命令を行った特定空家等への今後の対応 

・資料 ８ 相続財産清算人制度の運用スケジュール 

・資料 ９ 次期空家等対策計画策定に係る基本方針 

 

・参考資料 

  龍ケ崎市空家等対策推進協議会委員名簿 

 

 ※資料１～５及び資料７～８は、終了後に回収しますので、机上に置いておいてください。 
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１ 空家等対策の推進状況について 

 （１）空家等における苦情等の現状 

 

  ＜令和７年度の改善内訳＞（１月末現在） 

改 善 件 数 

 

改  善（２２件） 一 部 改 善（６件） 

建物の解体 
草木等の 

除去 

その他 

（危険箇所の

修繕等） 

建物の 

一部解体 

草木等の 

除去 

その他 

（危険箇所の

修繕等） 

２８ ３ １１ ８ ０ ６ ０ 

 

空家等の適正管理は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「龍ケ崎市空家等対策計画」

に基づき、地域住民等から管理不全な空家等に関する苦情や相談があった物件に対して、現地調

査・所有者等の調査（戸籍調査含む）の後、文書による適正管理依頼をはじめ、所有者等宅での

面会や電話による改善要請を実施しています。 

（資料１参照） 

 

 

 
市民等から苦情等が

あった実物件数 

適正管理を促した空家等の件数 

 
改善された空家等の 

件数(含：一部改善) 

改善された空家等の 

割合(含：一部改善) 

ベース値 
（Ｈ２７年度） 

４０件 ―  ―  ２４．０％ 

Ｈ２９年度 ４４件 ５９件 ３９件 ６６．１％ 

Ｈ３０年度 ５７件 ８６件 ６４件 ７４．４％ 

Ｒ元年度 １０４件  １３８件 ９５件 ６８．８％ 

Ｒ２年度 ６９件 １０７件 ９３件 ８６．９％ 

Ｒ３年度 ５３件 ８７件 ６３件 ７２．４％ 

Ｒ４年度 ４２件 ７５件 ５４件 ７２．０％ 

Ｒ５年度 ４９件 ７３件 ５２件 ７１．２％ 

Ｒ６年度 ３９件 ７７件 ５１件 ６６．２％ 

 (1月末時点) ３７件 ７５件 ４８件 ６４．０％ 

Ｒ７年度 
    (1月末時点) 

２１件 ５４件 ２８件 ５１．９％ 
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 （２）空家バンクにおける空家等の利活用の現状 

 

 ＜令和７年度の空家バンク内訳＞（１月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会などの関係機関との連携強化により、幅広い周知活動を行って

きた結果、制度の認知度が向上し、物件登録数、成約数ともに順調に推移しています。 

（資料２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録物件数 成約件数 補助金の交付件数 

Ｈ３０年度 ３件 １件 ― 

Ｒ元年度 １件 ０件 ― 

Ｒ２年度 ４件 １件 ― 

Ｒ３年度 ６件 ６件 ０件 

Ｒ４年度 １６件 １４件 ０件 

Ｒ５年度 １５件 １２件 ５件 

Ｒ６年度 ２７件 １５件 ４件 

 (1月末時点) ２１件 １２件 ４件 

Ｒ７年度 
（1月末時点） 

１７件 １７件 ２件 

登録物件（１７件） 成約（１７件） 補助金交付（２件） 

空 家 
空 地 

空 家 
空 地 

家財処分 

補助 
改修補助 

売 却 賃 貸 購 入 賃 借 

１４ ０ ３ １４ ０ ３ １ １ 

 



3 

 （３）特定空家等に対する措置状況 

現時点において、改善が図られていない特定空家等は 7 件あり、その内訳は、令和元年度に

認定したものが4件、令和6年度に認定したものが3件です。 

令和元年度に認定した物件の中には、これまで勧告を含む複数回の措置を実施してきたもの

の、依然として改善が見られず、今後も同様の状況が継続することが懸念される物件がありま

す。この物件については、所有者等による自主的な改善が困難であると判断し、行政代執行の実

施に向けて、本格的に手続きを進めていく方針としています。 

（資料３参照） 

 

（４）管理不全空家等に対する措置状況 

前回の本協議会（令和7年7月23日）時点において、改善が図られていなかった管理不全 

空家等は17件ありました。その後、所有者等による対応により5件について改善が確認され 

たため、認定を取り消しました。残る12件のうち、一部改善が確認されたケース等を除く10 

件の所有者等に対し勧告を行っていますが、現時点では改善に至っていません。 

（資料４参照） 

 

（５）空家対策講座（令和7年度新規事業） 

空家の現状や課題、活用方法、今からできる備え、そして相続手続きの重要性をわか 

りやすく学べることを目的に「空家対策に関する講座」（全3回）を開催しました。 
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（６）生前整理講演会 

「空家にさせない」ための意識啓発の取組として、生前整理講演会を3回開催しまし 

た。講演に先立ち、本市の空家対策についての説明を行い、空家に対する理解を深めて 

いただくとともに、家族間での話し合い等による相続手続きの円滑化を促すため「住ま 

いのエンディングノート」の活用を勧めました。 

 

 

（７）住まいの講演会（令和7年度新規事業） 

不動産相続や土地価格の相場、空家の活用方法など、住まいに関する幅広いテーマを 

取り上げ、空家の予防や解消のきっかけづくりを目的として、「住まいの講演会」を開 

催しました。 
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（８）住まいの相談会 

宅建協会牛久・竜ヶ崎支部との共催により「住まいの相談会」を開催しました。 

今年度は、茨城県建築士会龍ケ崎支部との共催により「住宅の耐震に関する相談会」 

を同時開催しました。 

 
 

（９）空家対策の情報発信 

  様々な媒体や講座等を通じて、空家バンク及び補助制度の周知に努めています。 

  また、空家バンクの運用において課題のあった点については、申請書類や事務手続き 

の一部を簡略化し、申請者および行政事務の負担軽減を図るため、従来の「利用登録」 

を「交渉申込」へ変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 （10）管理不全空家等の新規認定について 

  管理不全空家等の認定基準に基づき抽出した認定候補３件について、空家等対策検討委員会

での審議を経て、市長により新たに管理不全空家等に認定しております。 

 （資料５・６参照） 
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２ 今後の取組み等について 

（１）命令を行った特定空家等への今後の対応について 

令和元年度に特定空家等に認定した物件（砂町：資料３№２）について、現在措置を命令に 

引き上げ対応していますが、改善に至っていません。当該物件は、これまでの対応経過から命 

令に応じず、最終的に行政代執行による除却に至る可能性が高いと推察しています。行政代執

行の実施を決定した場合の実施時期は、対応スケジュールに基づき令和８年度中を見込んでい

ます。（令和７年１１月４日庁議了承済み）。 

（資料７参照） 

 

（２）相続財産清算人制度の活用 

前回の本協議会において、財産管理制度の申立て候補物件の選定を行いました。その後、選定

した物件について、関係団体や専門家から参考意見を伺った上で、「相続財産清算人制度」を活

用することとし、申立てを行っております。（令和８年２月２日申立て）。 

今後は選任された相続財産管理人により物件の管理が開始される予定です。 

（資料８参照） 

 

（３）空家等管理活用支援法人制度の導入について 

「空家等管理活用支援法人」制度は、令和５年１２月に施行された「空家等対策の推進に関する

特別措置法」の改正により、民間法人が公的な立場から自治体の空家等対策を補完する役割を

担うことを目的に創設された制度です。本市では、空家等対策の推進および業務負担の軽減を

図るため、指定業務の内容や他自治体における取組状況等について調査を進めてきました。そ

の結果、支援法人の活用は、民間の専門性やノウハウを活かしながら空家等対策を効率的に推

進する上で有効な手法の一つとなり得ると考えられることから、本制度を導入することが適当

であると判断し、準備を進めています（令和７年１２月２５日庁議了承済み）。 

 

（４）次期空家等対策計画の策定について 

次期空家等対策計画策定に係る基本方針に基づき、次期計画の策定作業を進めていきたいと

考えています。現在、本方針の中に基礎調査として位置づけている空家等実態調査（令和７年度

更新）として、市職員が現地調査を行っています。 

（資料９参照） 

 

（５）空家バンクの取組 

 空家バンクへの登録、成約を増やしていくためには、空家・空地を所有している方たちに制

度を知ってもらうことが重要です。 

引き続き、様々な媒体やイベント等を通じて制度の周知に取り組んでいきます。 
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（６）空家等に関する講演会等の開催 

今年度新規に開催した空家対策講座や住まいの講演会が参加者に好評であったことから、引 

き続き、空家の発生を未然に防ぐための意識啓発を目的とした講座や講演会を開催していきま 

す。 

 

（７）住まいの相談会の開催 

専門家による助言により悩み解決の一助となっているほか、空家の処分（売却、賃貸）に関す

る相談には、市担当者が空家バンクを案内することで申請に至ったケースもあるなど、効果が

表れていることから引き続き開催していきます。 

 



空家等の改善例                                      

 改 善 前 苦情等の概要 改 善 後 改善策の概要 

１ 

 

空家の老朽化、敷地

内の草木の繁茂、害

獣の発生について近

隣住民から苦情があ

ったケース。   

 

 

******** 

 

適正管理の依頼を送付

後、相続人により解体の

意向を確認。令和7年10

月に更地になり改善さ

れた。 

２ 

 

敷地内の草木の繁茂

により近隣住民から

苦情があったケース。  

アパート全室が空室

であることから空家

扱いとして対応。 

 

********* 

 

管理会社に問い合わせ

たところ、建物や敷地内

の管理等は所有者側が

行うことになっている

ことを確認。所有者に適

正管理の依頼を送付後、

改善された。 

３ 

 

令和6年度より草木等

の繁茂により対応し

ていたケース。 

 

 

 

 

 

********  

所有者に対し複数回通

知をしても改善がされ

なかったが、令和7年12

月に所有者自らが敷地

内の除草を実施し改善

された。 

 

資料１ 



空家バンクの成約例                                        

 成 約 前 登録等の概要 成 約 後 成約の概要 

１ 

  

令和6年度に申請され

た物件。 

建築年：平成3年 

土地面積：414.95㎡ 

 

 

 

******** 

 

登録後、媒介業者の営業

によって購入者（個人）

が決定した。 

今後は、空家バンク補助

金（リフォーム）を活用

し居住される予定。 

２ 

  

令和7年度に申請され

た物件。 

建築年：昭和61年 

土地面積：149.56㎡ 

 

 

 

********* 

 

登録後、媒介業者の営業

によって購入者（個人）

が決定した。 

売主にあっては、空家バ

ンク補助金（家財処分）

を活用された。 

３ 

  

令和7年度に申請され

た物件。 

建築年：平成5年 

土地面積：190.35㎡ 

 

 

 

******** 

 

登録後、媒介業者の営業

によって購入者（個人）

が決定した。 

 

 

資料２ 



管理不全空家等の運用スケジュール

～Ｒ７

～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

所有者等へ適正管理の依頼
（法12条）

管理不全空家等の候補抽出 候補抽出

空家等対策検討委員会への
意見聴取

意見聴取

管理不全空家等の認定 認定

空家等対策推進協議会への
報告

報告

認定・指導通知
（法第13条第1項）

所有者等
へ通知

勧告
（法第13条第2項）

所有者等
へ勧告

税務課へ勧告案件の情報提供
（住宅用地特例解除見込）

税務課へ
情報提供

勧告案件の現況調査
（改善状況確認）

現況調査

税務課へ勧告の撤回情報提供
（住宅用地特例解除者確定）

税務課へ
情報提供

課税事務 課税事務

固定資産税・都市計画税納税
通知書の発送

納税通知
書発送

税
務
課

所管 業務内容

Ｒ８ Ｒ９

ま
ち
の
魅
力
創
造
課

賦
課
期
日

1/1 住
宅
用
地
の

特
例
解
除

資料６



次期空家等対策計画策定に係る基本方針

令和8年2月
総合政策部 まちの魅力創造課

資料９



１．空家等対策計画の役割と位置づけ

1

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」）に規定のある計画

■本計画は、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するために、国が定める指針に即
し、かつ本市の実情に合わせた計画として策定するもの。

■本計画の策定にあたっては、本市の最上位計画である「龍ケ崎みらい創造ビジョン
for2030」や関連計画等との連携や整合性を図り定めるものとする。

龍ケ崎市空家等対策計画

■龍ケ崎みらい創造ビジョンfor2030

最上位計画
■龍ケ崎市都市計画マスタープラン
■龍ケ崎市国土強靱化計画
■龍ケ崎市立地適正化計画
■龍ケ崎市環境基本計画
■その他の計画

関連計画

■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する
ための基本的な指針

■管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する
適切な実施を図るために必要な指針

基本指針

（１）空家等対策計画とは

（２）計画の位置づけ

特措法第7条
市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策について
の計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

■空家等の対策の推進に関する特別措置法

法律等

■龍ケ崎市空家等の適正な管理に関する条例

条例等



■平成27年5月に全面施行された特措法を受け、空家等の実態調査を行い、その結果を踏まえて平成29年3月に策定

 計画期間は、平成29年度から令和8年度までの10年間
 基礎調査として、市内全域を対象とした空家等実態調査を実施 1051件の推定空家を抽出
 令和4年度に成果指標の達成目標値を見直し（上方修正）

・空家バンク登録件数
・空家バンクに登録した空家等のうち、活用された空家等の件数

2

１ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

２ 計画期間

３ 空家等の調査に関する事項

４ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

５ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

６ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

７ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

８ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

９ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

２．現行の空家等対策計画について

（３）計画に定める内容 特措法第７条に規定



３．次期計画において勘案すべき事項

■特措法の一部改正（R5年12月23日施行）
・特定空家等に至る前からの対策の強化（管理不全空家等の新設）
・空家等活用促進区域、空家等管理活用支援法人の新設
・財産管理人による空家の管理・処分の円滑化

■民法、不動産登記法の改正

3

■「龍ケ崎みらい創造ビジョンfor2030」の後期計画策定（R9年4月）
■都市計画マスタープラン完成（R7年4月）

■少子高齢化に起因する人口減少の進行
・全国的な空家の増加
・年齢層の偏重が見られる地区の発生（松葉・長山地区など）

■関連法令改正への対応
■改善が図られない空家、対応困難な空家への対策
■新たな取組み
他自治体で実施されている施策等の検討

■民間サービスの活用・周知
■空き店舗への対策
■保有する空家情報が未更新

（４） 現行計画及び空家等対策上の課題

（３）社会経済情勢の変化

（１）関連法令の改正

(2)上位計画・関連計画の更新

■現行計画の基本的施策（予防対策・発生抑制、活用方策、適正管
理）を柱とする。

■関連法令改正への対応
 特措法改正への対応
・管理不全空家等の認定基準・対策
・空家等管理活用支援法人制度の活用
・財産管理制度の活用 等
 民法、不動産登記法改正の周知

■新たな取組み
他自治体で実施されている施策、現行計画策定後の実施施策

■民間サービスの活用・周知
■計画の対象の拡充
 空き店舗を対象に追加

→スポット的な空き店舗調査の実施（商工観光課の協力）
■保有する空家情報を更新し分析（基礎資料）

・空家等実態調査（令和７年度更新）を実施（次項を参照）
→推定空家数及び改善状況の把握、分析

◎これまでの対策の柱を踏襲しつつ、法改正等への対応、空き店舗へ

の対策等の内容を新たに盛り込むため、第2期計画として策定する。

（1）計画の内容、方向性について

4．次期計画策定の方向性



空家等実態調査（令和7年度更新） 意向調査 空家等対策計画へ反映

■保有する空家情報の更新（空家の改善状況、推定空家数の把握）

■データベース化
■空家等の所有者の意向確認
■空家等対策計画へ反映

＜H28年度調査＞

空家数

＜ ～現在＞

苦情等の
空家数

（２）空家等実態調査（令和７年度更新）

259件

＜調査対象＞

1054件
（1262-208）

■実態調査（更新）フロー

■意向調査票を郵送
■意向調査結果の集計

■前回調査との比較、分析
■データベース化の検討
■GISデータへ反映

■調査目的 ■空家等の実態調査対象空家

①調査対象空家の抽出（保有する空家情報から改善物件等を除外）

②現地調査（改善状況確認）
③固定資産税情報等と突合し、空家であることを推定

■実態調査（更新）の方法

推定空家
総数

■現地調査
■調査結果のとりまとめ
■改善状況、推定空家数の把握

改善（解体、
売却等）・
空家確定

208件

■実態調査（更新）後の空家等の所有者等に意向調査票を郵送

■意向調査の方法

1003件
（1051-48）

4



5

6．策定体制について
（3）市民参画

①パブリックコメント
②意向調査
③意見交換
④情報発信

（１）庁内体制：龍ケ崎市空家等対策検討委員会
構成：企画課、まちの魅力創造課、防災安全課、税務課、納税

課、福祉総務課、地域づくり推進課、生活環境課、都市計
画課、道路公園課、商工観光課

（２）法定協議会：龍ケ崎市空家等対策推進協議会
令和７年７月の会議で、職員による空家等実態調査の実施検討
を報告済み

5．計画期間・目標年次

計画名称
2025

R7
2026

R8
2027

R9
2028

R10
2029

R11
2030

R12
2031

R13
2032

R14
2033

R15
2034

R16

現行空家等対策計画
（H29年4月～R9年3月）

最上位計画
みらい創造ビジョン

for2030

龍ケ崎市都市計画
マスタープラン

（R7年４月～R22年3月）

次期空家等対策計画
・空家等実
態調査
（更新）

・計画策定
目標年次8年間

前期基本計画 後期基本計画

中間見直しの検討
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7．策定スケジュール
＜令和７年度＞

課題整理 現計画の進捗評価、課題整理

空家等対策検討委員会 ○ ①

庁議 ①

空家等対策推進協議会 ○ ①

議会（全員協議会） ①

＜令和８年度＞

意見交換

施策の柱の検討

施策の方向性の検討

具体の取組検討

空家等対策検討委員会 ② ③ ④ ⑤

庁議 ② ③ ④ ⑤

空家等対策推進協議会 ② ③ ④ ⑤

市民参画（パブリックコメント）

議会（全員協議会） ○

8月

基礎調査

空家等実態調査(令和７年度更新)

意向調査

作業内容 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月

基礎調査

合意形成

作業内容 4月 5月 12月 1月 2月 3月

3月2月

施策検討

合意形成

10月 11月6月 7月 8月 9月

パブコメ事前説明

①策定方針、スケジュール

②計画骨子 ③、④計画素案

⑤PC回答、計画案、答申

策

定

完

了

部内調査体制の構築 現地調査

調査結果取りまとめ

調査結果取りまとめ、分析

意向調査票の作成、郵送



龍ケ崎市空家等対策推進協議会　委員　
（　任期：令和9年12月23日まで　）

所属等 役職等 氏名 フリガナ

1 龍ケ崎市 市長 萩原　勇 ハギワラ　イサム

2 龍ケ崎市議会 市議会議員 札野　章俊 フダノ　アキトシ

3 茨城県建築士会 理事 川上　勉 カワカミ　ツトム

4 茨城司法書士会
(一社）茨城県公共嘱託登

記司法書士会理事
小島　孝行 コジマ　タカユキ

5 茨城土地家屋調査士会 土地家屋調査士 野口　聖剛 ノグチ　マサヨシ

6 茨城県不動産鑑定士協会 不動産鑑定士 植木　和貴 ウエキ　ワキ

7 流通経済大学 名誉教授 大橋　純一 オオハシ　ジュンイチ

8 茨城県弁護士会 弁護士 有川　保 アリカワ　タモツ

9 茨城県竜ケ崎工事事務所 道路管理課長 佐田　朋義 サダ　トモノリ

10 茨城県宅地建物取引業協会 牛久・竜ケ崎支部長 辻󠄀村　春樹 ツジムラ　ハルキ

11 市民公募 吉野　功一 ヨシノ　コウイチ

12 市民公募 相田　健二 アイダ　ケンジ

13 市民公募 中嶋　皓平 ナカジマ　コウヘイ

14 竜ケ崎警察署 生活安全課長 落合　一 オチアイ　ハジメ

15 龍ケ崎消防署 予防課長 海老原　達博 エビハラ　カツヒロ

16
東京電力パワーグリッド株式会社　竜ヶ

崎支社
地域渉外担当 加倉井　剛 カクライ　ツヨシ

17 龍ケ崎市住民自治組織連絡協議会 会長 田島　俊二 タジマ　シュンジ

18 龍ケ崎市民生委員児童委員連合協議会 連合協議会理事 大橋　正則 オオハシ　マサノリ

19 茨城県南水道企業団 総務課長 杉本　弘樹 スギモト　ヒロキ

20 龍ケ崎地区防犯協会女性部 副部長 松尾　みのる マツオ　ミノル

（※　敬称略）


